
■2016年度年賀寄附金
《申請可能事業》

　また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。
　なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業等は、国内で行われる事業として対象とします。

①　社会福祉の増進を目的とする事業
②　風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
③　がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
④　原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
⑤　交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防
　止を行う事業
⑥　文化財の保護を行う事業
⑦　青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
⑧　健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
⑨　開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
⑩　地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環
　境の保全をいう。）を図るために行う事業

《年賀寄附金配分事業の分野》
　年賀寄附金配分事業は、下表の助成分野に分けて行います。

《申請可能団体》

《申請方法》
配分申請書の各種様式は年賀寄附金ホームページ等からダウンロードできます。
・年賀寄附金ホームページ（http://www.post.japanpost.jp/kifu/）
・郵便CSRブログ（http://blog.post.japanpost.jp/csr/）

《申請書類提出先》
日本郵便株式会社　総務部　環境・社会貢献室　年賀寄附金事務局
〒100-8798　東京都千代田区霞が関一丁目3番2号

    みえ広域スポーツセンターだより
H27年度第30号（2015.09.25） 第192号

〖助成金のお知らせ〗

　申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された10の事業のいずれかに該当し、かつ、
申請法人の定款又は寄附行為に基づいて行う事業とします。

　申請可能団体は、下表に掲げる法人であって、申請時直近の決算時において法人登記後1年以上が経過
し、かつ、過去1年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。また、法令に定める事業報告
書等の作成及び提出等、法令上法人として求められる義務を順守している必要があります。

申請可能額

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施
するために車両の購入を支援

助成分野
活動・一般プログラム

活動・チャレンジプログラム

施設改修

機器購入

車両購入

一般枠

～500万円まで

～50万円まで

～500万円まで

～500万円まで
（活動・施設・機器・車両の区分はありません）
東日本大震災の被災者救助・予防（復興）

公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベ
ント又は新規事業を支援

公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベ
ント又は新規事業を支援

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施
するために必要な施設の改修等を支援

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施
するために必要な車両以外の機器の購入を支援

特別枠

助成分野

特別枠

申請可能団体
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公
益財団法人及び特定非営利活動法人（NPO法人）
営利を目的としない法人（具体的には、一般枠申請可能団体に加え、生協法人、
学校法人等）

一般枠
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（※封筒表面に「申請書在中」と朱書きで明記してください。）

《受付期間》
2015年9月14日（月）～2015年11月13日（金）　※当日消印有効

《お問合せ》
①関係情報の掲載
　年賀寄附金ホームページ等において関係情報を掲載していますので、ご参照ください。

②お問合せの多い質問と回答の掲載
　お問合せの多い質問と回答を掲載していますので、お問合せいただく前にご参照ください。
　・年賀寄附金Q&A（http://blog.post.japanpost.jp/csr/2012/06/120620qa.html）

③お問合せ及び申請相談
　　年賀寄附金ホームページに「お問合せ用フォーマット」を用意しております。必要事項を入力の上、
　ご照会ください。後日、メールにより回答いたします。
　・年賀寄附金に関するお問合せ

（https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html）
　・電話でのお問合せは、お急ぎの場合のみ、以下の電話番号へご連絡ください。
　　年賀寄附金事務局　03-3504-4401（受付時間：平日10時～12時及び13時～17時）

■9月・10月は「みえのスポーツ推進月間」～週に1回はスポーツをしよう！～

期 間  ： 平成27年9月1日（火）から10月31日（土）まで

取 組 内 容  ： 「みえのスポーツフォーラム」
日時） 平成27年9月6日（日）13:15～16:40

     「みえスポーツフェスティバル」
日時） 9月、10月の土曜日・日曜日を中心に65種目を開催
会場） 県内各地（一部の種目で県外開催あり）

参加要件その他の詳細は、一般社団法人三重県レクリエーション協会のホーム
ページをご覧ください。（http://www.ztv.ne.jp/web/mie-rec/）

そ の 他  ： スポーツを「する」「みる」「支える」とは
     ①「する」
     　 例えば ・県内各地で開催されるスポーツイベントへの参加

   ・週1回以上の運動・スポーツの実施（ウォーキング、ジョギングなど）

     ②「みる」
         例えば ・県内トップチームのリーグ戦観戦・応援

女子サッカー　伊賀FCくノ一
ラグビー　HondaHEAT
女子ハンドボール　三重バイオレットアイリス

     ③「支える」
         例えば ・ボランティアとしてスポーツイベントの運営に参加

   ・「三重から発進！未来のトップアスリート応援募金」への寄附

■ネイチャーゲーム
日 時  ： 平成27年10月18日（日）9:00～12:00（受付8:45～）※雨天決行

場 所  ： 松阪鈴の森公園（松阪市立図書館東側）

対 象  ： 17以上で健康づくりやニュースポーツに関心のある方

定 員  ： 30名

参 加 費  ： 無料

・年賀寄附金ホームページ（http://www.post.japanpost.jp/kifu/）
・郵便CSRブログ（http://blog.post.japanpost.jp/csr/）

〖みえのスポーツ推進月間〗

　本年4月から施行された三重県スポーツ推進条例に基づき、毎年9月、10月を「みえのスポーツ推進月
間」と定めました。
　推進月間では、「みえのスポーツフォーラム」や、土曜日・日曜日を中心に「みえスポーツフェスティ
バル」を開催するなど、より多くの県民の皆さんがスポーツに親しみ、スポーツを「する」「みる」「支
える」人が拡がるよう取組を進めます。

〖講習会のお知らせ〗

ネイチャーゲームとは 
米国のナチュラリスト ジョセフ・
コーネル氏により1979年に発
表された、自然との触れ合い
活動（野外活動）です。 
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講 師  ： 冬柴 豊、赤瀬 久美代（三重県シェアリングネイチャー協会）

持 ち 物  ： 運動のできる服装、バンダナ、飲み物、雨具など

申 込 方 法  ： 　申込書（ホームページより印刷）に必要事項を記入の上、ハガキ・FAX・メールのい
     ずれかの方法で一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局までお送りください。

締 切 り  ： 平成27年10月13日（火）

申 込 先  ： 一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局
問 合 せ 先      〒514-0002　津市島崎町3-1　三重県島崎会館内

     TEL：059-246-9800　FAX：059-246-9801　E-mail：mie-rec@ztv.ne.jp

詳しいことは、一般社団法人三重県レクリエーション協会のホームページをご覧ください。
（http://www.ztv.ne.jp/web/mie-rec/）

クラブ概要
     営を行い、子供から高齢者までが喜びを感じることができ、未来への夢と希望を営むこ
     とに貢献する。

１、スポーツをする環境の整備に取り組みます。
２、スポーツを見る機会が豊富にある街づくりに取り組みます。
３、支えるスポーツの充実に取り組みます。
４、スポーツによって豊かな地域コミュニティーの形成をはかります。
５、スポーツによって地域の子ども達が感動し、夢と希望を営めるような活動を提供

　　　　 します。

会 費  ： （年会費）18歳未満　　　1,000円 　　　18歳以上　　　3,000円

活 動 種 目
     ノルディックウォーキング、ゴルフ

連 絡 先  ： 伊賀市上野東町2957　ナカムラビル３Ｆ TEL/FAX：0595-24-7501
     http://www.igafuture.jp

クラブ概要
     くりを目指し、世代を超えた交流を通じ、青少年の健全育成や健康で豊かな生活を送る
     ことのできる、活気ある元気な地域づくりに貢献することを目的とする。

会 費  ： （年会費）小中学生 1,500円
    一般 3,000円
    団体小中学生 1,000円／人
    団体一般 2,000円／人

     （受講料） 1,000円～3,000円
     （参加費） イベントにより異なる

活 動 種 目
     ヨガ、ニュースポーツ、ボウリング

連 絡 先  ： 伊賀市平田3154番地　大山田公民館内
     TEL：0595-46-0130　　　FAX：0595-46-0131

〖総合型地域スポーツクラブ紹介（伊賀市③）〗

※家族割引あり

 ： 　健康体操、フットサル、バドミントン、ノルディックウォーキング、ハイキング、

平成27年1月1日時点

■NPO法人　伊賀フューチャーズクラブ

 ： 　「する・見る・支える」とあらゆる手段で誰もが参加できる地域に密着したクラブ運

 ： 　サッカー、バレーボール、テニス、新体操、バスケットボール、ダンス、陸上、

■おおやまだスポーツクラブ

 ： 　「いつでも」「誰でも」「気軽に」いろいろなスポーツに親しむことができる環境づ

【発行】みえ広域スポーツセンター 
               三重県地域連携部 スポーツ推進局 スポーツ推進課 企画・地域スポーツ推進班(鈴鹿市駐在) 

        〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669番地（三重交通Gスポーツの杜鈴鹿内） 
        TEL：059-372-3519  FAX：059-372-3518  E‐mail：m-kouiki@pref.mie.jp 
               http：//www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/tiiki/kouiki.htm 
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